
旭川市災害時緊急情報配信システム整備業務に係る質疑と回答 

 

旭川市災害時緊急情報配信システム整備業務公募型プロポーザル実施要領第７に基づく質疑に対

する回答は次のとおりです。 

 

更新日：令和７年６月３０日 

 

№ 質疑事項 回答事項 

令和７年６月１６日回答分 

１ 公募文_３参加資格要件について 

弊社は、旭川市様物品購入等の競争入

札参加資格を本社（道外）で申請してお

り、札幌事務所を営業所の申請を行って

おりません。 

本プロポーザルへの参加には札幌事務

所を営業所の追加申請の必要があります

でしょうか。 

または、資格を有さない社同様に信用

確認のための書類を提出することになり

ますでしょうか。 

 

 本社が旭川市物品購入等の競争入札参加資

格の入札参加資格を有しており、北海道内に

営業拠点（本店、支店又は営業所）を有してい

るのであれば、実施要領第４の参加資格要件

を満たしているため問題ありません。 

この場合、参加表明書の申請者は、入札

参加資格を有している本社となりますので

ご承知おきください。 

 なお、北海道内に営業拠点を有している

ことが分かるもの（任意様式）を提出して

ください。 

 

２ 庁内放送連携について 

 １階放送設備と７階放送設備について、

実現に向けての詳細確認を行うため構築

業者名とご担当者をお教え下さい。 

 

個別に連絡先を送付いたします。 

 

３ 既設のＪアラート受信機について 

 メーカーと型番、設置場所をお教えくだ

さい。 

メーカー及び型番 

  センチュリーシステムズ株式会社製 

Ｊ－ＡＬＥＲＴ一体型受信機 

ＪＡＲＳ－２０００ 

設置場所 

  旭川市総合庁舎７階 防災課執務室内 

 

 

 

 

 



４ 仕様書の記載について 

 仕様書（２項 機能要件、⑹拡張要件）

に記載されている、可搬式スピーカーおよ

びデジタルサイネージ連携について、将来

拡張できれば良いという認識で良いでし

ょうか。 

 また、今回の初期費用に含めなくても良

い認識でよろしいでしょうか。 

 なお、仕様書２項⑵のオにはデジタルサ

イネージとの記載がありますので必須要

件とも読み取れますのでお教えください。 

 

いずれもご認識のとおりです。 

仕様書別紙「システム機能要件等」中、第

２、２、⑵に記載する事項は「クラウド型情

報配信システム」に求められる機能要件（デ

ジタルサイネージへの自動配信が可能な情

報配信システムの構築）であり、本業務委託

においてデジタルサイネージ連携を直ちに

実装することを必須とせず、独自提案として

取り扱います。 

５ くらしのアプリとの連携のため 

旭川市様のメール環境の使用許可とメ

ールアドレス 1個を提供いただけますでし

ょうか。 

 

メールアドレスの提供は可能ですが、外部

ネットワークを通じて本市のメールサーバー

へアクセスすることは、セキュリティ上許容

できません。 

令和７年６月３０日回答分 

１ 実施要領Ｐ４事業経費見積額及び２．企画

提案書の書式⑵業務にかかる事業経費の

内訳 

 企画提案書及び別紙事業積算内訳双方

に初期費用と運用費用を明記するとの理

解でよろしいでしょうか。 

 また、ご提出する企画書（１０部）にも

事業費積算内訳を添付する理解でよろし

いでしょうか。 

 

実施要領第６の１⑼事業経費見積額につい

ては、実施要領第６の２⑵の業務に係る事業

費積算内訳のことを指しているため、双方に

明記する必要はありません。 

業務に係る事業積算内訳（初期費用と運用

費用を分けて記載すること。）についても、企

画提案書と同様１０部提出してください。 

２ 仕様書について 

 仕様書別紙「システム機能要件等」 

第３ 屋外拡声設備 

２ 設備仕様に関して 

ご指定の機器でのご提案が必要でしょ

うか。拡張性を踏まえて同等程度の機能を

提供できれば別の機種を選定してもよろ

しいでしょうか。 

仕様書に記載している設備仕様につきまし

ては、今後の拡張性を踏まえたものとしてお

り、系統数等は一つの目安となっています。 

設置する機器については、長寿命かつ故障

時に容易に切り分けできる構成であることも

重要となるため、別の機種を選定するのであ

れば、企画提案書で提案していただき、同等程

度の機能を有していると判断できれば、協議

の上、別の機種を選定することを認めること

とします。 


